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目につく所にはっておきましょう
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１ ６５

香我美・夜須
粗大
ごみ

香我美・夜須
粗大
ごみ

２ ４３

休日当番医医

図書休館（休室）図書
休み

粗大ごみ受入粗大
ごみ

カレンダーの⾒⽅
医 野市整形

外科医院
（☎56-3063)

人権相談
香我美保健福祉センター

（10:00～15:00)

行政相談
人権相談
吉川防災コミュニティセンター

（10:00～15:00)

行政相談
人権相談
のいちふれあいセンター

（10:00～15:00)

月55月5
（５/１～５/１０）（５/１～５/１０）

図書
休み

香我美・野市
夜須

図書
休み

香我美・野市
夜須

10９

医 夜須診療所
（☎54-2250)

図書
休み

香我美・野市
夜須

医 三谷医院
（☎56-0152)

図書
休み

香我美・野市
夜須

図書
休み

香我美・野市
夜須

医 のいち眼科
（☎57-8810)

■
香
南
市
内
の
文
化
ホ
ー
ル
イ
ベ
ン
ト

　

※
詳
し
い
イ
ベ
ン
ト
内
容
は
左
記
へ
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

【
弁
】
…
弁
天
座 

☎
５７-

３
０
６
０

【
ｻﾝ
】
…
サ
ン
ホ
ー
ル

　
　
　
　

（
の
い
ち
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
）
☎
５６-

１
０
５
６

【
ﾏﾘﾝ
】
…
マ
リ
ン
ホ
ー
ル

　
　
　
　

（
夜
須
公
民
館
）
☎
５４-

２
１
２
１

ホールホール
イベント情報イベント情報
ホール

イベント情報

９

１

10

２

６

８

３

４

５

７

問い合わせ（環境対策課 ☎57-8508）

１４日(日)・１５日(月)

１４日(日)・１５日(月)

２０日(土)～２２日(月)

受入場所受入日

赤岡地域一時保管施設
（赤岡運動広場　西側）

吉川地域一時保管施設
（吉川みどり保育所　北側）

香我美地域一時保管施設

受入時間

8:30～12:30

8:30～12:30

8:30～12:30

６日(土)
７日(日) 夜須地域一時保管施設

（夜須支所　西側）

5 月 の 粗 大 ご み 受 入5 月 の 粗 大 ご み 受 入

※野市町西佐古一般廃棄物処分場は覆土工事等のため、当面の間受け入れ
　　を中止します。中止期間中は吉川地域一時保管施設で受け入れを行います

7:30～12:30

１～６

５月

１４～２０

２１～２７

７～１３

☎54-1577

☎56-0106

☎56-0103

☎090-4504-4601

㈱国吉電気商会

㈲岡村住設

㈱島内建材店

㈲ＷＩＬＬ

野市・吉川 赤岡・香我美・夜須

２８～３１ 四国開発㈱
☎55-4134

池田商店
☎55-0584

※宅地内での漏水修理は、水道当番以外に利用する水道
　業者があれば、修理を依頼してもかまいません

水
道
当
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表

水
道
当
番
表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■法律相談（香南市社会福祉協議会　☎57-7300）　■行政相談（総務省高知行政監視行政相談センター　☎088-824-4100）　※12：00～13：00は休み

■人権相談（高知地方法務局香美支局　☎52-3049）（市役所人権課　☎57-8507）　■水道当番表（市役所上下水道課　☎57-8512）　■休日当番医の診療時間は9時～17時となって

います。詳細は医療機関にご確認ください。また、当番医は都合により交代する場合がありますので、最新情報を新聞等で確認のうえご利用ください。 

【問い合わせ・注意事項】
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変
更
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。 　　賃貸住宅を退去する際の原状回復について、

年月の経過による変化や普通に使っていて付い

た傷などの修繕費用は、借主は負担する必要が

ないとされています。納得できない費用を請求さ

れた場合は、国土交通省の「原状回復をめぐるト

ラブルとガイドライン」を参考に貸主側に説明を

求め、話し合いましょう。また、退去時だけでなく

入居時にも、貸主と一緒に部屋の状態を確認し、

確認内容をメモしたり傷や汚れの写真を撮った

りして記録に残しましょう。

　　なお、今月号のお知らせ欄（１３ページ）では

「賃貸借トラブル１１０番」の紹介もし

ていますので、ぜひご活用ください。

▼国土交通省「原状回復を
　　めぐるトラブルとガイドライン」

ＵＲＬ　https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/
 house/jutakukentiku_house_tk_000020.html

賃貸借契約における
トラブルについて

消費生活
トラブル

の

■問い合わせ／市役所消費生活相談窓口
　　　　　　　　　　　　　　　　（商工観光課）　☎５７-７５２０

Memo


